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告
示
第
百
五
十
七
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
施
設
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
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十
六
年
三
月
十
二
日
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森
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百
四
十
四
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五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
二
日

青
森
県
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事

三

村

申

吾
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名

称

所

在

地

施
設
の
種
類

指

定

年
月
日

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
桜

良

(

従
来
型)

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
字

上
蟹
田
六
二
の
二
三

地
域
密
着
型
介
護
老
人

福
祉
施
設

平
成

��･

�･

�

地
域
密
着
型
特
別
養
護
老

人
ホ
ー
ム｢

鶴
の
ま
ど
い｣

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字

鶴
田
字
鷹
ノ
尾
三
四

〃

��･

�･

�

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
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護
事
業
所

名

称

主
た
る
事
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所

の

所

在

地
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宅
介
護

事
業
の
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名
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所
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月
日
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( )

青
森
県
告
示
第
百
五
十
九
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
介
護
予
防
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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株
式
会
社
福
寿

南
津
軽
郡
田
舎

館
村
大
字
堂
野

前
字
前
川
原
八

〇
の
一

訪
問
看
護

訪
問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
き
ら

ら

黒
石
市
西
ヶ
丘

二
七
四

平
成

��

･

�･

�

株
式
会
社
裕
健

五
所
川
原
市
字

錦
町
一
の
九
一

居
宅
療
養

管
理
指
導

ひ
な
た
薬
局

五
所
川
原
市
字

錦
町
一
の
九
一

��

･

�･

�

株
式
会
社
奈
良

薬
局

つ
が
る
市
木
造

千
年
一
三

〃

き
づ
く
り
調
剤

薬
局

つ
が
る
市
木
造

千
年
七
の
一

��

･

�･

�

株
式
会
社
ニ
チ

イ
学
館

東
京
都
千
代
田

区
神
田
駿
河
台

二
丁
目
九

訪
問
介
護

ニ
チ
イ
ケ
ア
セ

ン
タ
ー
つ
が
る

つ
が
る
市
木
造

有
楽
町
三
一
の

二

��

･

��･

�

社
会
福
祉
法
人

鶴
田
町
社
会
福

祉
協
議
会

北
津
軽
郡
鶴
田

町
大
字
鶴
田
字

沖
津
一
九
三

短
期
入
所

生
活
介
護

短
期
入
所
生
活

介
護
事
業
所

｢

鶴
の
ま
ど
い｣

北
津
軽
郡
鶴
田

町
大
字
鶴
田
字

鷹
ノ
尾
三
四

��

･

�･

�

〃

〃

福
祉
用
具

貸
与

社
会
福
祉
法
人

鶴
田
町
社
会
福

祉
協
議
会
福
祉

用
具
貸
与
事
業

所

〃

〃

〃

〃

訪
問
介
護

社
会
福
祉
法
人

鶴
田
町
社
会
福

祉
協
議
会
訪
問

介
護
事
業
所

〃

〃

有
限
会
社
名
川

製
作
所

三
戸
郡
南
部
町

大
字
虎
渡
字
蒼

前
八
の
一
一

〃

ケ
ア
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
な
か
が
わ

ら

三
戸
郡
南
部
町

大
字
剣
吉
字
中

河
原
一
の
二
六

��
･

��･

�

株
式
会
社
ク
レ

ー
ド
ル

三
戸
郡
南
部
町

大
字
剣
吉
字
中

河
原
一
の
二
六

認
知
症
対

応
型
通
所

介
護

認
知
症
対
応
型

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
あ
い

の
て

〃

〃

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防
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業
所
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予
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看
護

津
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保
健
生
活

協
同
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健
生
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問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
ち
と

せ

黒
石
市
ち
と
せ

三
丁
目
七

平
成
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･
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株
式
会
社
福
寿

南
津
軽
郡
田
舎

館
村
大
字
堂
野

前
字
前
川
原
八

〇
の
一

〃

訪
問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
き
ら

ら

黒
石
市
西
ヶ
丘

二
七
四
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･
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株
式
会
社
裕
健

五
所
川
原
市
字

錦
町
一
の
九
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介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導

ひ
な
た
薬
局

五
所
川
原
市
字

錦
町
一
の
九
一

��

･
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�

株
式
会
社
奈
良

薬
局

つ
が
る
市
木
造

千
年
一
三

〃

き
づ
く
り
調
剤

薬
局

つ
が
る
市
木
造

千
年
七
の
一

��

･

�･

�

株
式
会
社
ニ
チ

イ
学
館

東
京
都
千
代
田

区
神
田
駿
河
台

二
丁
目
九

介
護
予
防

訪
問
介
護

ニ
チ
イ
ケ
ア
セ

ン
タ
ー
つ
が
る

つ
が
る
市
木
造

有
楽
町
三
一
の

二
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･

��･

�

社
会
福
祉
法
人

鶴
田
町
社
会
福

祉
協
議
会

北
津
軽
郡
鶴
田

町
大
字
鶴
田
字

沖
津
一
九
三

介
護
予
防

短
期
入
所

生
活
介
護

短
期
入
所
生
活

介
護
事
業
所

｢

鶴
の
ま
ど
い｣

北
津
軽
郡
鶴
田

町
大
字
鶴
田
字

鷹
ノ
尾
三
四
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･

�･
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〃

〃

介
護
予
防

福
祉
用
具

貸
与

社
会
福
祉
法
人

鶴
田
町
社
会
福

祉
協
議
会
福
祉

用
具
貸
与
事
業

所

〃

〃

〃

〃

介
護
予
防

訪
問
介
護

社
会
福
祉
法
人

鶴
田
町
社
会
福

祉
協
議
会
訪
問

介
護
事
業
所

〃

〃

有
限
会
社
名
川

製
作
所

三
戸
郡
南
部
町

大
字
虎
渡
字
蒼

前
八
の
一
一

〃

ケ
ア
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
な
か
が
わ

ら

三
戸
郡
南
部
町

大
字
剣
吉
字
中

河
原
一
の
二
六
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･
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青
森
県
告
示
第
百
六
十
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平

成
六
年
法
律
第
三
十
号)
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ
る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
施
設
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の

と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
六
十
一
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(
平

成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ
る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
居
宅
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の

と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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株
式
会
社
ク
レ

ー
ド
ル

三
戸
郡
南
部
町

大
字
剣
吉
字
中

河
原
一
の
二
六

介
護
予
防

認
知
症
対

応
型
通
所

介
護

認
知
症
対
応
型

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
あ
い

の
て

〃

〃

名

称

所

在

地

施
設
の
種
類

指

定

年
月
日

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
松

風
荘

上
北
郡
東
北
町
字
乙
供

一
二
三

介
護
老
人
福
祉
施
設

平
成

��･

�･

�

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

ア
マ
カ
レ
株

式
会
社

弘
前
市
大
字
馬
屋

町
九
の
六

通
所
介
護

あ
ゆ
み
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー

弘
前
市
大
字
馬
屋

町
九
の
七

平
成

��

･

��･

�

株
式
会
社
フ

ァ
ミ
リ
ー
ケ

ア
サ
ポ
ー
ト

弘
前
市
大
字
撫
牛

子
二
丁
目
八
の
四

〃

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
フ
ァ
ミ
リ

ー

弘
前
市
大
字
撫
牛

子
二
丁
目
八
の
四

��

･

�･

�

株
式
会
社
ビ

リ
ー
ブ
ケ
ア

サ
ポ
ー
ト

青
森
市
古
川
二
丁

目
一
五
の
七

訪
問
看
護

ビ
リ
ー
ブ
訪

問
看
護
八
戸

中
央

八
戸
市
類
家
四
丁

目
八
の
一

��

･

��･

�

〃

〃

訪
問
入
浴

介
護

ビ
リ
ー
ブ
訪

問
入
浴
八
戸

中
央

〃

〃

〃

〃

福
祉
用
具

貸
与

ビ
リ
ー
ブ
福

祉
用
具
八
戸

中
央

〃

〃

医
療
法
人
メ

デ
ィ
カ
ル
フ

ロ
ン
テ
ィ
ア

八
戸
市
大
字
八
幡

字
下
�
田
一
の
四

訪
問
看
護

訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

や
わ
た

八
戸
市
大
字
田
面

木
字
下
田
面
木
一

三
の
六
共
栄
ハ
イ

ツ
一
〇
一
号

〃

社
会
福
祉
法

人
信
和
会

東
京
都
中
央
区
日

本
橋
馬
喰
町
一
丁

目
五
の
六

訪
問
介
護

訪
問
介
護
セ

ン
タ
ー
ひ
ま

わ
り

八
戸
市
江
陽
二
丁

目
一
三
の
三
六

��

･

��･

�

合
同
会
社
ユ

ー
ト
ピ
ア

黒
石
市
緑
町
二
丁

目
九
四

通
所
介
護

あ
い
の
て
デ

イ
サ
ー
ビ
ス

黒
石
市
袋
井
三
丁

目
五
三
の
一
二

��

･

��･

�

社
会
福
祉
法

人
恵
仁
会

十
和
田
市
大
字
三

本
木
字
里
ノ
沢
一

の
六
二

認
知
症
対

応
型
通
所

介
護

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

み
ち
の
く
の

里

十
和
田
市
大
字
三

本
木
字
里
ノ
沢
一

の
五
六
九

��

･

�･

�	

株
式
会
社
エ

コ
ー

十
和
田
市
東
一
番

町
六
の
五
一

通
所
介
護

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

｢

つ
ど
い｣

十
和
田
市
大
字
三

本
木
字
一
本
木
沢

一
九
の
一

��

･

�･

�


有
限
会
社
ｉ

あ
い

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢

町
大
字
赤
石
町
字

宇
名
原
二
六
三

訪
問
介
護

ケ
ア
セ
ン
タ

ー
あ
い

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢

町
大
字
舞
戸
町
字

北
禿
一
四
二
の
一

��

･

��･

��



( )

青
森
県
告
示
第
百
六
十
二
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平

成
六
年
法
律
第
三
十
号)
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ
る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作
成
を
担
当
さ

せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規

定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
六
十
三
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平

成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ
る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
福
祉
用
具
の
給
付
を
担
当
さ
せ
る
機
関

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
六
十
四
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平

成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ
る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
介
護
予
防
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の

と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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北
部
上
北
広

域
事
務
組
合

上
北
郡
野
辺
地
町

字
田
狭
沢
四
〇
の

九

訪
問
看
護

公
立
野
辺
地

病
院
訪
問
看

護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン

上
北
郡
野
辺
地
町

字
鳴
沢
九
の
一
二

��

･

��･

�

居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

株
式
会
社
ほ
ま

れ

弘
前
市
大
字
下
鞘

師
町
一
の
一
一

ひ
の
き
居
宅
介

護
支
援
セ
ン
タ

ー

弘
前
市
大
字
下
鞘
師

町
一
の
一
一

平
成

��･
��･
�

社
会
福
祉
法
人

フ
ァ
ミ
リ
ー

三
戸
郡
五
戸
町
字

姥
堤
三
四
の
一

ケ
ア
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
ハ
ピ
ネ
ス

や
く
ら

八
戸
市
大
字
八
幡
字

下
�
田
一
の
一

��･

�･

�

株
式
会
社
西
町

八
戸
市
柏
崎
一
丁

目
八
の
二
二

ケ
ア
プ
ラ
ン
西

町

八
戸
市
柏
崎
一
丁
目

八
の
二
二
西
町
ビ
ル

Ｈ
号
室

��･

��･

�

合
同
会
社
ケ
ア

サ
ポ
ー
ト
上
村

八
戸
市
大
字
尻
内

町
字
張
田
六
四
の

八

ケ
ア
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
香
ノ
鳥
の

里

八
戸
市
大
字
尻
内
町

字
張
田
六
四
の
八

��･

�･

�

特
定
福
祉
用
具
販
売
事
業
者

特
定
福
祉
用
具
販
売
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

株
式
会
社
ビ
リ

ー
ブ
ケ
ア
サ
ポ

ー
ト

青
森
市
古
川
二
丁

目
一
五
の
七

ビ
リ
ー
ブ
福
祉

用
具
八
戸
中
央

八
戸
市
類
家
四
丁
目

八
の
一

平
成

��･

��･

�

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

介
護
予
防

事
業
の
種

類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日



( )

青
森
県
告
示
第
百
六
十
五
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平

成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ
る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
介
護
予
防
福
祉
用
具
の
給
付
を
担
当
さ

せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規

定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
六
十
六
号

次
の
と
お
り
森
林
に
つ
い
て
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
森
林
法

(

昭
和
二

十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

十
和
田
市
ひ
が
し
の
二
丁
目
二
五
〇
の
一
か
ら
二
五
〇
の
四
ま
で
、
二
五
〇
の
六
か
ら
二
五
〇

の
一
五
ま
で
、
二
五
〇
の
一
七
か
ら
二
五
〇
の
三
四
ま
で
、
二
五
〇
の
三
六
、
二
五
〇
の
三
七
、

二
五
一
の
二

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

風
害
の
防
備

三

保
安
林
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
理
由

指
定
理
由
の
消
滅
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ア
マ
カ
レ
株

式
会
社

弘
前
市
大
字
馬
屋

町
九
の
六

介
護
予
防

通
所
介
護

あ
ゆ
み
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー

弘
前
市
大
字
馬
屋

町
九
の
七

平
成

��

･

��･

�

株
式
会
社
フ

ァ
ミ
リ
ー
ケ

ア
サ
ポ
ー
ト

弘
前
市
大
字
撫
牛

子
二
丁
目
八
の
四

〃

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
フ
ァ
ミ
リ

ー

弘
前
市
大
字
撫
牛

子
二
丁
目
八
の
四

��

･

�･

�

株
式
会
社
ビ

リ
ー
ブ
ケ
ア

サ
ポ
ー
ト

青
森
市
古
川
二
丁

目
一
五
の
七

介
護
予
防

訪
問
看
護

ビ
リ
ー
ブ
訪

問
看
護
八
戸

中
央

八
戸
市
類
家
四
丁

目
八
の
一

��

･

��･

�

〃

〃

介
護
予
防

訪
問
入
浴

介
護

ビ
リ
ー
ブ
訪

問
入
浴
八
戸

中
央

〃

〃

〃

〃

介
護
予
防

福
祉
用
具

貸
与

ビ
リ
ー
ブ
福

祉
用
具
八
戸

中
央

〃

〃

医
療
法
人
メ

デ
ィ
カ
ル
フ

ロ
ン
テ
ィ
ア

八
戸
市
大
字
八
幡

字
下
�
田
一
の
四

介
護
予
防

訪
問
看
護

訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

や
わ
た

八
戸
市
大
字
田
面

木
字
下
田
面
木
一

三
の
六
共
栄
ハ
イ

ツ
一
〇
一
号

〃

社
会
福
祉
法

人
信
和
会

東
京
都
中
央
区
日

本
橋
馬
喰
町
一
丁

目
五
の
六

介
護
予
防

訪
問
介
護

訪
問
介
護
セ

ン
タ
ー
ひ
ま

わ
り

八
戸
市
江
陽
二
丁

目
一
三
の
三
六

��

･

��･

�

合
同
会
社
ユ

ー
ト
ピ
ア

黒
石
市
緑
町
二
丁

目
九
四

介
護
予
防

通
所
介
護

あ
い
の
て
デ

イ
サ
ー
ビ
ス

黒
石
市
袋
井
三
丁

目
五
三
の
一
二

��

･

��･

�

株
式
会
社
エ

コ
ー

十
和
田
市
東
一
番

町
六
の
五
一

〃

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

｢

つ
ど
い｣

十
和
田
市
大
字
三

本
木
字
一
本
木
沢

一
九
の
一

��
･

�･

�	

有
限
会
社
ｉ

あ
い

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢

町
大
字
赤
石
町
字

宇
名
原
二
六
三

介
護
予
防

訪
問
介
護

ケ
ア
セ
ン
タ

ー
あ
い

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢

町
大
字
舞
戸
町
字

北
禿
一
四
二
の
一

��

･

��･

��

北
部
上
北
広

域
事
務
組
合

上
北
郡
野
辺
地
町

字
田
狭
沢
四
〇
の

九

介
護
予
防

訪
問
看
護

公
立
野
辺
地

病
院
訪
問
看

護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン

上
北
郡
野
辺
地
町

字
鳴
沢
九
の
一
二

��

･

��･

�

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売

事

業

者

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売

事

業

所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

株
式
会
社
ビ
リ

ー
ブ
ケ
ア
サ
ポ

ー
ト

青
森
市
古
川
二
丁

目
一
五
の
七

ビ
リ
ー
ブ
福
祉

用
具
八
戸
中
央

八
戸
市
類
家
四
丁
目

八
の
一

平
成

��

･

��･

�



( )

青
森
県
告
示
第
百
六
十
七
号

国
土
地
理
院
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測
量
法

(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

作
業
種
類

基
本
測
量

(

国
土
調
査
に
伴
う
基
準
点
測
量
、
水
準
測
量
及
び
電
子
基
準
点
現
地
調
査)

二

作
業
期
間

平
成
二
十
五
年
七
月
四
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
二
月
十
日
ま
で

三

作
業
地
域

青
森
市

弘
前
市

八
戸
市

黒
石
市

五
所
川
原
市

十
和
田
市

三
沢
市

む
つ
市

東
津
軽
郡
平
内
町

東
津
軽
郡
今
別
町

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町

西
津
軽
郡
深
浦
町

南
津
軽
郡
大
鰐
町

北
津
軽
郡
中
泊
町

上
北
郡
野
辺
地
町

上
北
郡
六
ケ
所
村

青
森
県
告
示
第
百
六
十
八
号

測
量
計
画
機
関
の
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測

量
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

測
量
計
画
機
関

青
森
地
方
法
務
局

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量

(

四
級
基
準
点
測
量)

三

測
量
の
期
間

平
成
二
十
五
年
七
月
三
十
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
六
日
ま
で

四

測
量
の
地
域

青
森
市
大
字
新
城
字
平
岡
の
一
部

青
森
県
告
示
第
百
六
十
九
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
青
森
都
市

計
画
公
園
事
業
を
平
成
二
十
六
年
三
月
四
日
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

施
行
者
の
名
称

青
森
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類

青
森
都
市
計
画
公
園
事
業

(

第
十
六
号

桂
木
緑
地)

三

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
六
年
三
月
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

青
森
県
青
森
市
桂
木
三
丁
目
二
七
番

地
内

２

使
用
の
部
分
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( )

な
し

青
森
県
告
示
第
百
七
十
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
青
森
都
市

計
画
公
園
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
平
成
二
十
六
年
三
月
四
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

施
行
者
の
名
称

青
森
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類

青
森
都
市
計
画
公
園
事
業

(

二
・
二
・
六
十
二
号

今
井
公
園)

三

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
年
三
月
五
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

変
更
な
し

２

使
用
の
部
分

な
し

青
森
県
告
示
第
百
七
十
一
号

次
の
青
森
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
の
名
称
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
が
あ
っ
た
の
で
、

青
森
県
証
紙
条
例(

昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
条
例
第
十
号)

第
九
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
及
び
名
称

青
森
市
東
造
道
二
丁
目
一
の
一

一
般
財
団
法
人
青
森
県
立
中
央
病
院
協
済
会

二

変
更
内
容

１

変
更
前
の
名
称

財
団
法
人
青
森
県
立
中
央
病
院
協
済
会

２

変
更
後
の
名
称

一
般
財
団
法
人
青
森
県
立
中
央
病
院
協
済
会

公

告

争
議
行
為
の
通
知
の
公
表

青
森
市
妙
見
三
丁
目
一
の
一
〇
に
所
在
す
る
青
森
県
医
療
労
働
組
合
連
合
会
の
執
行
委
員
長
山
本

公
行
か
ら
労
働
関
係
調
整
法

(

昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号)

第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
次
の
と
お
り
争
議
行
為
を
行
う
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
労
働
関
係
調
整
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
四
百
七
十
八
号)

第
十
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

争
議
行
為
の
目
的

賃
金
の
引
き
上
げ
と
雇
用
の
確
保
、
医
療
・
介
護
・
福
祉
労
働
者
の
大
幅
増
員
等

二

争
議
行
為
を
な
す
日
時

平
成
二
十
六
年
三
月
十
三
日
午
前
零
時
よ
り
妥
結
に
至
る
ま
で
の
期
間

三

争
議
行
為
を
な
す
場
所

青
森
保
健
生
活
協
同
組
合
の
全
職
場
又
は
一
部
、
津
軽
保
健
生
活
協
同
組
合
の
全
職
場
又
は
一

部
、
八
戸
医
療
生
活
協
同
組
合
の
全
職
場
又
は
一
部

四

争
議
行
為
の
概
要

右
記
の
場
所
で
全
体
的
あ
る
い
は
部
分
的
に
、
あ
る
い
は
断
続
的
に
全
て
の
業
務
の
停
止
を
は

じ
め
、
あ
ら
ゆ
る
形
の
争
議
行
為
を
単
独
又
は
、
併
用
し
て
行
う
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。
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( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

平
成
二
十
六
年
三
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
谷
地
工
務
店

二

代
表
者
の
氏
名

谷
地

圭
子

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
江
陽
五
丁
目
四
の
二
五

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
二)

第
九
六
〇
六
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
四
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
六
年
一
月
九
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

中
村
板
金

二

氏
名

中
村

よ
ね

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
泊
字
焼
山
四
〇
の
三

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
〇)

第
五
〇
〇
一
八
九
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
五
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

板
金
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
六
年
二
月
十
五
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。
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